
平成２４年

第３回市議会定例会 議案第１８号

公有水面埋立てについて

公有水面埋立法第３条第１項の規定により，公有水面埋立てに関し，

北海道知事高橋はるみから別添のとおり意見を求められたが，これに同

意したいので議会の議決を求める。

平成２４年９月４日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

（根拠規定）

公有水面埋立法第３条第４項







　　９．０５ｍの地点

　　１．５０ｍの地点

U15の地点～U14の地点から 方向角　７２゜１６’４６”の方向
　　１．８０ｍの地点

U1の地点～U15の地点から 方向角３４２゜１６’１１”の方向

　１１．９８ｍの地点

U13の地点～U12の地点から 方向角　７２゜１０’５２”の方向
　　０．５０ｍの地点

U14の地点～U13の地点から 方向角３４２゜１１’３４”の方向

U8の地点～U7の地点から 方向角１６８゜０２’５６”の方向

U12の地点～U11の地点から 方向角３４２゜１５’３９”の方向

U10の地点～U9の地点から 方向角１６８゜０３’５０”の方向

U9の地点～U8の地点から 方向角２５８゜０３’３０”の方向
　１７．５０ｍの地点

　１５．９３ｍの地点

U6の地点～U5の地点から 方向角１６８゜０３’５４”の方向

方向角２５８゜０４’０５”の方向
　　２．９９ｍの地点

U5の地点～U4の地点から 方向角　７８゜１６’０１”の方向

　２３．４２ｍの地点

U7の地点～U6の地点から

　　１．４２ｍの地点

　　０．９３ｍの地点

U11の地点～U10の地点から 方向角２５８゜０３’３７”の方向
　２３．８３ｍの地点



区域2　次のU16の地点からU19の地点までを順次に結んだ線及びU16の地点と
U19の地点とを結んだ線によって囲まれた区域

U16の地点～2級基準点H19-1-2-1（北緯４１゜４７’１９”７３６８　東経１４１゜　７’２２”５８７６
X＝－２４５２４９．０７９　Ｙ＝＋７２５５５．５３１）から方向角９１゜１７’２８”の方向
２０７．３３２ｍの地点

方向角　７３゜００’０９”の方向
　１０．３０ｍの地点

方向角１６３゜００’２３”の方向
　　２．２０ｍの地点

方向角２５３゜００’０９”の方向
　１０．３０ｍの地点

方向角３４３゜００’２３”の方向
　　２．２０ｍの地点

　　（３）　埋立面積　

埋立区域１　面積
埋立区域２　面積

合計

１,０７７．３０　㎡
　　２２．６６　㎡

１,０９９．９６　㎡

U17の地点～U16の地点から

U19の地点～U18の地点から

U18の地点～U17の地点から

U16の地点～U19の地点から



２．埋立に関する工事の施行区域

　　　　　函館市古武井町131番1、132番1、137番1、138番1、143番1、144番1、144番3、144番2、148番6
　　　　　148番1、155番1、155番3、155番2、156番1、164番1、165番1、165番6及び165番2地先の公有水面
　　　　　並びに165番3及び165番7地内

次のS1の地点からS28の地点までを順次に結んだ線及びS1の地点と
S28の地点とを結んだ線によって囲まれた区域

S1の地点～2級基準点H19-1-2-1（北緯４１゜４７’１９”７３６８　東経１４１゜　７’２２”５８７６
X＝－２４５２４９．０７９　Ｙ＝＋７２５５５．５３１）から方向角８９゜５１’３０”の方向
１２１．３９１ｍの地点

方向角　８２゜００’１１”の方向
　１９．８９ｍの地点

方向角　８２゜１８’４６”の方向
　１９．６９ｍの地点

方向角　７９゜３８’５５”の方向
　１９．５２ｍの地点

　１３．２９ｍの地点

　２０．４２ｍの地点

方向角　７２゜２２’４５”の方向

　１５．５５ｍの地点

　１６．０７ｍの地点

　１９．６２ｍの地点

　　８．２４ｍの地点

　２０．７８ｍの地点

方向角　７４゜３１’１５”の方向

　　（２）　区域　

S2の地点～S1の地点から

S3の地点～S2の地点から

S4の地点～S3の地点から

S6の地点～S5の地点から

S5の地点～S4の地点から

　　（１）　位置

S10の地点～S9の地点から 方向角　７４゜４３’４７”の方向

S9の地点～S8の地点から

S11の地点～S10の地点から 方向角　７３゜５１’０２”の方向

方向角　７０゜２９’２９”の方向

S8の地点～S7の地点から 方向角　７２゜２２’３４”の方向

S7の地点～S6の地点から

方向角　７２゜２２’４６”の方向

　１９．００ｍの地点

S12の地点～S11の地点から 方向角　８９゜１２’１７”の方向

S13の地点～S12の地点から 方向角　８９゜２０’２６”の方向

　　９．８０ｍの地点

S14の地点～S13の地点から 方向角　８９゜４４’０７”の方向
　１３．６４ｍの地点



方向角　８９゜４３’４９”の方向
　　６．７９ｍの地点

方向角１６２゜２０’３９”の方向
　６９．７７ｍの地点

方向角２５０゜２１’４３”の方向
　２８．８６ｍの地点

方向角２７３゜１２’１５”の方向
　２０．５９ｍの地点

方向角２６４゜３３’０５”の方向
　６３．１７ｍの地点

方向角３３２゜０８’３５”の方向
　　７．８９ｍの地点

方向角３４７゜２３’３５”の方向
　２３．９３ｍの地点

方向角２５３゜００’０４”の方向
　３２．９４ｍの地点

方向角２５６゜１５’３２”の方向
　　７．９１ｍの地点

方向角３４５゜０５’４７”の方向
　１４．１３ｍの地点

　　（３）　面積　

施行区域　面積

　１９．９７ｍの地点

　１９．９８ｍの地点

１０,７２７．９８　㎡

　１９．９９ｍの地点

　２１．１１ｍの地点

S17の地点～S16の地点から

S18の地点～S17の地点から

S19の地点～S18の地点から

S20の地点～S19の地点から

S15の地点～S14の地点から

S16の地点～S15の地点から

S25の地点～S24の地点から 方向角２５５゜４４’０７”の方向

S26の地点～S25の地点から 方向角２５６゜０６’４８”の方向

　１３．０１ｍの地点

S21の地点～S20の地点から

S22の地点～S21の地点から

S23の地点～S22の地点から

S24の地点～S23の地点から

S1の地点～S28の地点から 方向角３４８゜４３’２７”の方向

S27の地点～S26の地点から 方向角２５７゜３２’４７”の方向

S28の地点～S27の地点から 方向角２５８゜３３’０４”の方向



３.　　埋立地の用途
　　　　

　　　　　区域１　船揚場　　　　　　区域２　階段        

４.　　設計の概要
　（１）　　埋立地の地盤の高さ

護岸天端高　  　　　　　　　　T.P.+２．６～６．１m

階段工天端高　　　　　　　　 T.P.-０．５～６．１m

　（２）　　護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の種類及び構造　

船揚場護岸 L=66.11m　　天端高　T.P.+2.10m～T.P.+6.10m

突堤 L=25.13m　　天端高　T.P.+2.60m

斜路工 勾配　　1/5.0

堤体工の天端高は、水中コンクリートの施工性を考慮し、H.W.L=T.P.+0.6mとする。

階段工 L=12.10m　　天端高　T.P.-0.50m～T.P.+6.10m

　（３）　　埋立に関する工事の施工方法

本船揚場の施工は道路護岸の整備と並行して行われ、道路護岸の施工の際に発生する玉石を

船揚場護岸の背後に埋立てる。また外郭施設及び船揚場先端止壁の施工が完了した後、これら

全てが岩着施設であることから、船揚場先端止壁上に大型土嚢・シートを設置して水替を行う。

船揚場の階段工は船置工等の完成後に先端止壁工で使用した大型土嚢の転用によ仮締切りを行い

現場打ちコンクリートによる施工を行う。

道路護岸基礎コンクリートの施工が完了してから船揚場側の水中コンクリート打設を行う。

階段工の施工は道路護岸の整備と並行して行ない、消波工に据え付ける異形ブロックの仮置き

と網かごによる波除工を設け、静穏を保った上で、水中コンクリート、場所打ちコンクリートの打設

を行う。

　（４）　　公共施設の配置及び規模の概要

別添図、利用計画平面図による。

５.　　埋立に関する工事の施行に要する期間

３年３ヶ月間
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公有水面埋立区域等平面図
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合　　　計

凡　　　例

1,077.30 平方ﾒｰﾄﾙ

22.66 平方ﾒｰﾄﾙ

1,099.96 平方ﾒｰﾄﾙ

10,727.98 平方ﾒｰﾄﾙ
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